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特集・子どもと家庭

親の子育てについての

国際比較調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　むら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東洋大学教授
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　1981年2月，総理府青少年対策本部は．日本、韓

鳳アメリカ，イギリス，フランス，西ドイツの6

ヵ国について，　「青少年〔0～15歳｝と家庭に関す

る国際比較調査』を実施した．ここでは，そのうち，

筆者がまとめ役となった「日本の親の子育ての特徴」

といった部分を，ご紹介したい．

　その前に，今回の調査では0～　15Whの子どもを持

つ親について調査をしたのだが、この0～15歳の子

どもを含めて1家庭当たりの子どもの合計数は、韓国

3．0人，フランス2．4人，アメリカとイギリス2．2人，

日本2，0人，西ドイツ1，8人（全人口減少中）であった，

日本の少イ・化も相当なもの，という印象である，

　なお，以下の「多い」　「少ない」は，すべて5％

以上1〔｝％未満の差を示し，10％以上15％未満の差は

「IO％」、15％以ヒ20％未満の差は「15％」というよ

うに、5％刻みで記してある．

　｜．親の子どもへの期待

　期待するものを13あげて，そのうち1：どもに身に

っけさせたいと思うものを．いくつでもあげてもら

った．日本の親が多くあげた順に以下ならべると、

次のよっになる．

　①「基本的な生活習慣腱康・安全に気をつける．

身の回りの整理整とん）」……日本は77．0％で，アメ

リカに次いで，イギリスとともに多い方である．

②「責任感〔約束したことや，自分の言動に責任

を持つ｝」……日本は71．3％で，多いアメリカ（＋1⑪％）

と少ない韓国（－25％｝・西ドイツのあいだにあって．

イギリス・フランスとともに中位である．

③「礼儀正しさ（きちんとした服装、言動）」……

日本は65．1％で，韓国（－20％｝に次いで，西ドイツ

とともに少ない方に入る．

④「根気強さ（ねばり強くものごとをやり通す）」

…… 日本は64．2％で、多いアメリカ（＋15％）と少な

い韓国↓－30％）・西ドイツ（－10％）のあいだにあっ

て、イギリス・フランスとともに中位である．

⑤「公共心槻則を守り、人に」巻惑をかけない｝」

…… B本は61．8％で，アメリカに次いで，イギリス

とともに多い方である．その他の国はいずれも，日

本より一10％以上少ない．

　⑥「金銭や物を大切にする」……日本は60．7％で，

多いアメリカ（＋15％）と少ない韓国（－25％）・イギ

リスのあいだにあって，フランス・西ドイツととも

に中位である．



　⑦「自主性哨分でものごとを計画し、実行する）」

…… 日本は51．0％で、多いアメ11カ（＋30％）・イギ

リス（＋20％）と少ない韓国（－15％）のあいだにあっ

て，フランス・西ドイツと中位である．

　⑧「協力性康団の一員とLて助け合う）」……日

本は48．6％で．韓国（－25％）・西ドイツに次いで，

少ない方である．

　⑨「寛容性〔相手の立場を理解し，自分と異なる

意見を尊重する）」…・t・日本は36．8％で，韓国（－15％）

に次いで，少ない方である．その他の国は、いすれ

も日本より＋20％以1二多い．

　⑩「情緒の安定（一時的な衝動をおさえ，落ち着

いて行動する〕」……日本は32．3％で．韓国に次いで，

少ない．その他の国はいずれも，日本より＋5％以

上多い．

　⑪「公正さ（好き嫌いや利害にとらわれず，公平

にふるまう）」……日本は31．2％で，韓国（－15％｝に

次いで，少ない．その他の国はいずれも，日本より

＋10％以上多い．

　⑫「創意工夫（進んで新しい考えや方法をみつけ

る）」・…・・日本は22，7％で，韓国とともに少ない．そ

の他の国はいずれも，日本よ1｝＋20％以上多い．

⑬「指導性〔指導力があり，他人から信頼される）」

…… 日本は18．9％で、韓国・フランスとともに少な

い．その他の国は．いずれも．日本より＋10％以上

も多い．

　さて，以上の結果から．さまざまなことが推察さ

れよう．ここでは．一つだけ指摘しておきたい．日

本の国内順位のうち，ほぽ10％の開きがあるのは⑥

と⑦、⑧と⑨，⑪と⑫のあいだである．そこで①～

世界二”児危ヒ母刊

　バリの広場での親子（フランス政府観光局提供）

⑥．⑦～⑧，⑨～⑪．⑫～⑬の4グルーフに分けて

考えられよう．国際比較では，①一⑦は日本が多い

方か中位（ただし③のみは少ない加にあって、⑧

～⑬はすべて少ないか少ない方に入る、そこで．日

本の親の期待の中心か、現在①～⑥にあって．⑧以

下が少ないことが，国内・国外の特徴になっている．

といえよう．て’は、なぜそうなるのだろうか．

　日本の戦後の驚異的な経済発展は，嬉本的には㌘知

的に優秀で，健康で．企業に忠実」な労働者によっ

た．そして．働き蜂ともいわれるこの労働者たちは、

生涯にわたって厚い報酬を受け．戦後丈化の基調で

ある個人主義的生活の安定と満足や、生活福祉の実

現にも恵まれたことは確かなように思われる。今後

の人的・物的資源の乏しさはいつそう厳しく，省資

源の知識集約産業による1人当たり労働生産性の飛

躍的向上は．必す不可欠であろう．いよいよ．ヒ記の

3条件を持つ労働者か期待され，また生活全般に恵

まれそうな勢いにある．学校は，こうした次代の労



働者を育てるいわば画一化された苗床で，そこでは

3条件に見合う「知的教育中心，体育と健康管理，

組織への忠実性（校則遵守）」が求められている．し

かも，社会が期待する労働者か否かの社会的選別は，

主に学力と出身校別によったから、それへの有利な

学校への受験戦争はし烈化し，教育費は高騰した．

　こうなると．親たちが願う“庶民の夢”も“わか

子に託す夢“も，ひとしく3条件の労働者になり．

その生活に近づくことを目標とし努力するようにな

る．そこでは，同じく3条件に見合った「勉強・進

学，健康・安全，従順な“よい子“」の子育てに専念

するようになるのである．

　調査の①は健康・安全．③と⑤は従順さや忠実性、

②と④は勉強を含む期待される役割の遂行努力を示

していよう．⑥は従来の3条件外だが，低成長｛家

計所得は最近実質減少）に入るとともに，省資源の

意味も含めて新たに加えられ4条件となったもので

あろう．つまり①～⑥は、日本の社会，学校，家庭を

一 貫して流れる，まさに現在の期待を現わしている．

　それに比べると．⑦以下は、基本的には主体性の

発達を中心とする｛⑦⑬），バランス（⑩⑪）や愛と

連帯⑱⑨）そして創造性（⑫）の期待である．現

在までの日本に，口ではいわれても現実に顧みられ

ることの少なかった領域である．しかし，今後の日

本国内の階層間格差の固定化（基準適合と不足の階

層間）や国外での孤立化，そしてまた従来のように

産業技術のほとんどを外国からの導入にしかねる事

情を思うとき，⑦以下の主体的たくましさや自主的選

択，バランス，愛と連帯．創造性などは．ぜひとも

この国の子どもたちに，身につけさせておきたい将

4

来への期待なのである．

　2．親の子ともへの注意

　注意の項目が9つあって．いくつでもあげてもら

ったが，日本の親が多くあげた順にならべると，次

のようになる．

①「人によく挨拶するJ……日本は6L2％で，多

いアメリカと少ない西ドイツのあいだにあって、そ

の他の国と中位にある．

②「交通ルールをよく守る」……日本は5g．0％で、

多いイギリX〔＋　loe／o）と少ない韓国（－15％）のあい

だにあって，その他の国と中位にある、

③「言葉使いに気を配る」……日本は50．4％で，

西ドイツに次いで少ない．その他の国はいずれも，

日本より寸5％以上多い．

④「約束した時間はよく守る」……日本は40．6％

で，多いアメリカと少ないフランスそして韓国（－15

％1とのあいだにあって、その他の国と中位にある．

　⑤「借りた物は忘れずに返す」……日本は39．3％

で，韓国（－20％）に次いで．西ドイツとともに少な

い右である．その他の国はいずれも一ト10％以上多い．

　⑥「電車や図書館で人の迷惑にならないようにす

る」……日本は33．9％で．韓国（－20％｝と西ドイツ

（－15％）に次いで、フランXとともに中位にある、

その他の国はいすれも，日本より＋15％多い．

　⑦「老人や障害者をいたわる」……日本は33．5％

で，韓国（－10％）に次いで少ない．その他の国はい

ずれも．日本より＋10％以一ヒ多い．

　⑧「道路や公園を汚さない」……日本は33．2％で，

韓国（－15％｝に次いで．西ドイツとともに少ない方



　西ドイツの家庭で（ドイツ連邦共和国大使館提供）

である．その他の国1まいすれも．日本より＋10％以

．L多い．

　⑨一列の割り込みをしない」……日本は19．1％で、

韓国（－1｛〕ソ1に次いで．西ドイツとともに少ない方

である．その他の国はいすれも．日本より・←刊％以

．卜多い．

　さて、以上の①一⑨の日本国内の順位のうち．1

と1司様にほ（まIO％の併｜きに注［1すると．1：壬～②：，③、

王：一一⑧．．⑨と4つに分けられる．国際比較では．．①

～ ②は中位にあって、⑥以rは④と⑥が叩位にある

のを除けば，他はすべて少ないか少ない方にある．

ここでも、H本の親の注意か①～②を中心として．

③以一ドかおおむね少ないことか．国内・国外での特

徴となっていよう．なぜ、そうなるのだろうか．

　①～②は，前述の日本の親の現在期待のうち，①

は従順さや忠実性．②は健康・安金の具体的指示で

あろう．③は，かつて従順さや忠実性に深くかかわ

　　　　　　　　　　　　　　　き｝’界／・’／児ポと曝性

っていたが，今日ではそ’Lほどやかましくいわれな

くなった領域であろう．国際比較．L中位にある④は．

組織への忠実性．⑥はおとなの憩いや鰯垂iの場であ

る電車の中、1”どもとおとなの勉強の場である図書

館という意11未で，いすれも現在期待へのかかわりが

ありそうである．その他の生活ルールや公徳．“愛

と連帯といった，いわば将来期待にかかわるものは，

まだ国内・国外において少ないようである．

　3．親子の共同行動

　jiミ同行動が9つあって．ここても親．｝三が共同にし

ているものを、いくつでもあげてもらった、日本の

親∫・に多い順にならべると，次のようになる．

　①「テレビや音楽の視聴」78．8％〔％はいずれも

日4訂．②1．おしゃべり」76．0％、③「買物」68．8％，

④．「レストランなどでの食事」53．1％、⑤「室内ゲー

ム：42．2％，⑥「散歩やスポーツ、41．2％，⑦「．旅行」

34，6％、⑧「勉強をみてやる」29．2％．⑨「映画・観

劇」11．7％．

　これらのうち，国際比較で多い方は④で．中位が

．工：と②．その他はすべて少ないか少ない方に入る．

⑧．の勉強が．国内・国外で少ないのは意外たが，塾

や家庭教師に依頼することか多いのだろうか．例に

よって，国内の順位聞の10％差に注目すると．（D～

1③、④，⑤～⑧，⑨の4つに分かれる．

　日本の親とr・は、前述したように．現在期待を中

心に，精一杯の努力を傾け．生活上の余裕は少ない．

時間的にも．就労率は6ヵ国中父親は98．7％で第1

位、母親は48．3％でアメリカ［十10％｝に次いで第2

位：であり，その他週休2日制の完全実施や長期休暇



（バケーション）制も少ない．子どもの遊び時間も，

アメリカ、イギリス，韓国に比べて短かいという資

料もある．経済的にも．1人当たり国民所得（1977

年）は，これらの6ヵ国中では，アメリカ，西ドイ

ツ，フランスに次いで，イギリスとほぼ同程度で第

4位である．

　そこで，親子の共同行動も，そのこと自体に時間

と金が比較的かからない①～③、ないし栄養と健康

にもかかわる④が中心となっているのであろう．そ

の他，伝統や場所、設備，手段に乏しい面も影響し

ていよう．

　4．しつけの悩み

　悩みが8つあって，親にいくつでもあげてもらった、

日本の親に多い順にならべると，次のようになる．

　①「勉強しない」14．4％，②「いいつけに従わず

反抗的」10．3％，③「何を考えているのかわからな

い」9．4％④「しつけに自信がもてない18．3％．

⑤「友人のこと」5．3％、⑥「方針が学校とくい違う」

3．1％，⑦「しつけについての相談相手がいない」1．9

％．⑧「配偶者が協力してくれない」1、4％．

　国際比較上も，他の国といずれも大差ない．

　そこで，これらの％の少ない悩みを全部まとめて，

悩み「あり」と「なし」で比較してみると，日本は

「あDl42．1％，「なし」54．7％となる．国際比較で

の日本の悩みfあり」は、多い韓国〔＋15％）と，少

ないフランス・西ドイツとのあいだにあって，アメ

リカ・イギリスとともに中位にある．

　現在期待との関係では，①は4条件中の勉強，②

と③は従順さにかかわるもので，やはりこれらが上
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位にきている．

　　　．　　　の　　　　

　5．しつけについての一般意見

　6つの意見について，賛成と反対をとったが，こ

こでは賛成の％のみで比較する．日本の親に多い順

にならべると，次のようになる．

　①「しつけは理屈よりも愛情である」87．8％．②

「しつけは．学校や社会よりも家庭が中心である」

85．9％，③「男の子は男らしく．女の子は女らしく

育てることがよい」84．6e／o．④「父親は何よりも毅

然とした厳しさが必要である」72．7％，⑤「国民（日

本人）としての誇りを持たせるべきである」69．4％、

⑥「親ができるしつけには限界がある」53．1％．

　順位間の10％差に注目すると、①～③、④一⑤

⑥の3つに分かれる．国際比較では、①が中位で，

⑥が最少であることを除けば．その他はすべて多い

か多い方である．

　現在期待との関係では，日本の親は，その期待を

子どもに実現させ，将来の社会の期待基準に適合す

る労働者にすることこそ．愛情（①）と考えているよ

うだし、それには自分達が家庭でと，そこに気迫（②）

とかなりの自信（⑥）をも，持っているようである．

その他，その実現には，男女の役割の差を認め，か

つ，厳父の存在を必要とし，さらに全体としての日

本社会の成貝たる誇りをも．持たせようとしている

ものが，多いと思われる．

　最後に、以一ヒを総括して．アメリカをトップに、

イギリス，フランスは、日本的にいえば、将来期待

に重味があり，韓国は将来・現在の両期待とも少な

く、西ドイツが最も日本に近い、といえそうである．



世界の児意と母性

特集・子ともと家庭

デンマークの
子ども・家庭・学校

はな　　　　むら　　　　はる

花　　村　　春

東北福祉大学教授

さ
樹

　はじめに

　それぞれの国をt人はそれぞれのイメージをもっ

て見ている．デンマークについては，たとえば氷と

雪にとざされた白夜の国，荒くれたバイキングの末

えいの国，アンデルセンのおとぎの国，社会保障の

発達した福祉国家などのように．

　わたくしは．1955年の夏に，学生を引率して，初

めてデンマークを訪れた．その時には，落着いた雰

囲気と発達した福祉機構に目を見張る思いがすべて

であった．以来、毎夏訪問を重ねるごとに、次第に

社会の裏側も見聞きさせてもらえるようになった．ど

この都会の裏側にもみられるような喧騒と麻薬と売

春，失業保険に頼りきってプラプラしている若者，

アルコール中毒患者、高い比率の失業など，充実し

た社会保険の背後にひそむ問題等も見出すことがで

きた．いうまでもなく，子どもは環境に大きく影響

されるものであり，デンマークの子どもたちも社会

の状況の中にあって例外ではない．

　かがやかしく成長を続け，人々に明るい希望を抱

かせていた1960年代が終ると，次に続いたのは石油

ショックに伴った不況の70年代であった．インフレ

ー ション，失業，低成長の社会の到来である．それ

に加えて，デンマークでは後に述べるように若い世

代の結婚観や家庭観も変わり，したがって家族の形態

と機能も大きく変化し．家族員間の愛情に裏づけら

れた温い結びつきが稀薄にもなったのである．それ

は子どもたちにとって厳しい社会であり，何らかの

福祉的な援助を必要とする者が増加する傾向となっ

て現われる．自分の進路を見失い，家庭の愛に飢え，

おとなたちに失望し，自分の存在理由と場を見出せな

いまま，自分は社会の余計者とまで思いこんでしま

う子どもが目立つようになってきたのである．自分

に自信が持てず，したがって自己尊重感もなくなり、

その結果内向的になって無感動，冷淡になって情緒

面での成長を止めてしまう者，反対に反逆的になっ

て感情のおもむくまま乱暴な行動に走る者などが，

社会の問題として取りあげられるようになった．この

ような社会不適応児（デンマークでは、非行．登校拒

否，情緒障害等を総称して社会不適応児と呼んでい

る）の多くが施設収容の対象として考えられている．

　しかし，全体としてみたときデンマークという国

からは，やはりしっとりとした雰囲気を持った成熟

した社会という印象を，一番強く受けるといえよう．

それは．「他人に害を及ぽさない限り」の「責任を伴
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た杜会保じるll制1皮とあいまって，　こノ）個ノ＼尊，φ：ノ）柘ド＃

風．．ヒカ；支IWLている⊃・らて．あろう．　華やかさ：まなく

とも，そのようなテンマークの生活や社会：．二、わた

くしは限りなミ・L・を・弓1かれている．

　そ．二て．，テン．マー一クグ）］’・ども．家庭．学校．地域
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　家庭と子ども
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れているから二そてきるこ！て．あろう、離婚力場合．

∫・どもか年少で．あれは、母親の側に引き耳止られ母親

か．親権者になるケー一スか．多く見・’）れる．

　．・ノ元、テ．ンマークては、　日本流にいえ；ま．いわゆる
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　フォークタ．ンスハーティーて．子どもたちと踊るお母さん
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するゴ・と．．もゾ）いド／強iか，　未攻Wゐ母力㍉㌧’．Lまれたゴ．竺．
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カーは，警察や医師とタイアップして父親を捜し出

し父子関係を認知させ，出産費用や養育費用の負担

を父親に要求する任務を負っている．子どもの父親

はすべて自分の子どもが18歳になるまで養育費を支

払うことが義務づけられているからである．

　里子制度は非常にすすんでいて，境遇不遇児の90

％は里子として引きとちれ養育されている．子ども

を社会が養育すべきだとする意識が市民の間に定着

しておt）　一また人種についての偏見もないため，ヒ

フの色の異った子どもを複数引きとって里子にして

いる家庭も多い．ところで里親の中には，里子を2

－一　3人預って育て，里親であることを職業にしてい

る人も居る．一般には，このような里親家庭をプロ

フェッショナルな里親と呼んで、普通の里親と区別

している．このプロフェッショナルな里親でも，最大

限4名までしか里子を預ることが認められていない．

というのは，デンマークでは，4名以上の児童を収

容しているところは，施設とみなされるかちである．

　しつけと教育

　子どもは普通生後6ヵ月頃から子供部屋で独りで

寝かされる．これは，子どもの独立心を養うためで

あり，将来子どもも親も一個の独立した人格として

それぞれ生活を営んでいくための下地がこの時期か

ら形づくられていくのである．

　共働きその他の理由で保育に欠ける家庭の子ども

は，保育所に入れられる．保育所は一般に，月額2

万円相当程度の保育費を徴収する．福祉国家では保

育料や教育費は無償のように考えられがちだが．保

育所は義務教育ではなく，保育というのは本来家庭，

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児宜と母性

親の義務なのだから，親の収入に応ヒて当然有償と

なっている．

　義務教育は，通常，7歳から16歳までの児童に対

して行われ，それは国家の果すべき義務であり，し

たがって公立学校での教育は，大学まで全く無償で

ある．私立学校もあt），それは有償であって、1976

年の統計によれば全国の小学校の約13％が私立とな

っている．私立学校はそれぞれ特色を持っていて，

人気があるという．もし子どもが就学年齢に達して

も，両親や子どもの意思によっては，家庭教師など

によるプライペートな教育をすることによって，就

学に替えることができる．もちろん，その後希望が

あれば，年齢相当の学年に編入して公教育を受ける

こともできる仕組みになっている．

　義務教育の9年間は，小・中の区別なく一貫した

教育をしている．そしてほとんどの学校が入学前に

1年間の幼稚クラスを設けている．これは，1年生

へうまく適応するための、いわばソフト・ランディ

ングさせるためのもので，内容は遊びを主とし，読

み書き等の学科は一切教えないのが建て前となって

保育所　水あそび風景
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いる．この幼稚クラスは義務でなく、無料．一般の

有料の幼稚園に入らなかった子どもに対するサービ

スとL、えよう．

　9年の義務教育の上に10年生の学級がある．就職

あるいは進学にあたり，本人が学力不足を感じる場

合，もう1年在学する学級で，義務ではない．子ど

もたちには，7、8年生頃から将来への職業指導教

育がなされ、年間約2週間希望する職種の職場へ実

習に出される．そして9年生あるいは10年生終了と

同時に就職希望者は就職しあるいはそれぞれの職業

に関する各種学校へ進むことになる．日本のような

職業課程の高等学校はなく．すべて各種学校である．

高等学校への進学率は30％前後で，年々上昇傾向に

あるという．高等学校の卒業時には国の統一試験が

あり．これにバスしないと高卒とはいわれない．こ

れにバスすれば，大学またはそれに準ずる上級学校

へ，入学試験なしで無条件に進学できる．高校にも

火学にも学校差はなく，火学進学率は10％前後を示

している．職業教育が徹底していることと、大学は

学問研究の場という大学本来の目的を堅持している

ため，このような進学率にとどまっていて，日本の

ように試験地獄が青少年の心と体をむしばみ，とき

には自殺にまで追い込むようなことはない．

　義務教育課程では，成績の評価はしない．しかし

本人が特に希望する場合は，特別にテストをして評

価しているが，テスト前に教師が生徒とよく話し合

って成績第一主義に陥らないよう指導している．た

だし，体育，音楽．図工等、本人の技能に関するも

の，芸術に関するものについては，評価できない領

域にあるので，試験も評価もしていない．
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　いったん就職して何年か過ぎ，他の職に転じたい

場合とか，上級学校への進学を希望する場合に，不

足している学力を補うために在学し再教育を受ける

学校が，有名な国民高等学校であり，在学期間は4

n月から1年間．年齢は18歳以上となっている．こ

れに類似したものにアフタースクールと呼ばれるも

のがある．9年生、10年生になる前に，いわゆる落

ちこぽれた生徒を集めて．2年ないし3年間教育す

る学校であって，ここに入る生徒が近年かなり増え

ている．

　ところで，デンマークのピールは大変おいしい．

彼らは，水のかわりと言って良い程，老若男女を問

わずよく飲んでいる．そしてパイプタバコをよく吸

う．もちろんバーなどには，18歳未満では入れない

ことになっているが，タバコもアルコールも特に年

齢による制限はなく，大体10歳頃からタバコ・ピー

ルを飲むようである．これは、あくまでも親の責任

であって．たとえば学校では14歳以上ならば，親の

許可かあれば，喫煙所で吸わせている．だから，た

とえばある家の子どもが15歳でタバコを吸いピール

を飲んでいるからといって，その子どもを不良とか

非行少年とは呼ぱない．同様に，性に関しても，少

年少女の性は，自然な発達段階の一部と認めて，日

本のように不純とは把らえていない．そのかわり学校

における性教育は徹底して行われている．ただし，

15歳以下の子どもとの性交は違法とされている．

　このことからも想像できるようにtデンマークの

両親は一般に、子どもに対して「しつけ」という考

えに立って圧力をかけることはない．自分の子ども

であっても，自分の所有物ではなく、一個の独立し



た人格と認め子ども自身の意思を尊重する文化が支配

的である．学校暴力，家庭暴力が，日本に比べて皆

無といってよいのは，試験地獄もなく，学歴社会で

もなく，子どもの能力をそのまま正当に評価し受容

し，子どもの選択した希望を認め，家庭でも学校で

も，子どもに．将来何になれとか，家の後を継げと

か，勉強しろとか、評価による強制などの圧力をか

けず、子どもの希望にそった能力に適した道を歩ま

せようとしているからであろう．

　18歳という年齢は，彼らにとって経済的独立の年

齢である。たとえば大学生の場合，入学金，授業料

等は一切無料で，国から奨学資金を借t）　一わずかの

アルバイトで自活してやっている．加えて，生活の

状況に応ヒた社会保障があるので，経済的独立がで

きることになる．これは，家族の99％が核家族であ

ることとも関連している訳である．参考までに，一

般家庭における平均的家計費の割合を記しておこう．

これは，収入の40～45％を納税した残についてのバ

ーセントである．

食　　費

嗜好品

衣服費

家　　賃

家具調度

衛生費

16．7％

6．5％

6．3％

24．5％

9．4％

3．7％

自家用車

交通費

ラジオ・TV

交際費

その他

14．8％

1．5％

4．8％

4．5％

7．3％

計 100％

　おわりに

　ある保育所を訪問し施設長の話を聞いたとき，そ

の保育所の設置が，すんなりと地域の必要に応じて

進められた訳ではないという．市民の一部にも，し

世界の児童と母性

　老人ホームではた織を楽しむ盲目の老人

たがって市議会の中にも，保育所設置に公然と反対

する意見があった．保育所よりも先に，市民のヨッ

ト遊びのためのヨット・ハーバーを整備すべきだと

いう強硬意見にあって難航したという．老人ホーム

でも．身障者施設でも同様の話を聞いた．高負担に

対する反応といえよう．

　日本と違って、社会保障のすすんだ福祉国家デン

マークなのだから，福祉活動は順調に進展するかの

ように，われわれは想像しがちである．しかし，福

祉に対しては，さまざまな意見があることの方が，

むしろ当然であって，意見をたたかわせる中で苦し

みながら市民の合意を生みだすものなのであろう．

どのような意見であろうとも，自由に発言できるこ

との方が何よりも大切な事である．そして，市民の

合意が形成される過程を経ることによって，はじめ

て福祉が市民のものとして本当に根づき，市民生活

における福祉の水準が向上していくのだといえる．

その一つの手本を，わたくしは，デンマークの姿に

見出すことができる．

ホ付記．本稿の資料については．デンマーク在住の千葉忠夫氏のお世話に

なったので．記して感謝†る，
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特集・子どもと家庭

単身家庭の福祉に関する提言
〔東京都児童福祉審議会意見具申〕概要

よし　　　　　ri　　　　　l：1

吉　　田　　恭

筑波大学助教授

L
爾

　昭和56年12月5日、東京都児童福祉審議会（委貝

長松島正儀氏）は．東京都知事に「単親家庭の福祉

に関する提言」を意見具申した．この提言にかかわ

る単親家庭対策部会し部会長筑波大学教授副田義也

氏1は、昭和54年7月から昭和56年9月までに主題

をめく’って20回をこえる会議を重ねてきた、筆者は、

部会に臨時委員のひとりとして参加した．ここに、

その提言の概要を記して、紹介する．

　1．単親家庭の出現・原因・社会的背景

　昭和53年に実施された東京都母子・父f’世帯実態

調査にょれば．都の母f・世帯・父∫・世帯の推計数と

出現率は、次のとおりである．母r世帯52　．　9．　t’｝U世

帯IL31％）t父∫二世帯1］，800世帯〔0．29％｝である．

　母子世帯・父子世帯とも、その世帯主の年齢は40

代が最も多く，30代がこれに次いでいる．児童の数

は，前者か・F均1．52　IL、後者か1．51人である．

　単親世帯になった直接的原因は、母r世帯の場合，

生別が59．1％．死別か33．5％であり．父子世帯の場

合，生別か62．2％．死別が36．59’oである．生別母f’

世帯の出現率は．全国のそれのL5倍：である．

　単親家庭の出現をもたらす要因としては，文化的・

社会的・経済的なそれか考えられる．文化的要因と

しては（1）男女同権の思想の一般化に伴う家庭内で

の妻の地位の向L．女性の社会参加に伴う意識の変

化｛2）結婚や家族観の変化｛3）性の開放化（41女性

差別の意識の残存などかある．社会的・経済的要因

は、進学率の上＃やマス・メディア産業の拡大．職

業を通じての女性の社会的進出、核家族化の進行と

それを支持する風潮の定着，海外の風俗の紹介と導

入などがあげられる．

　2．単親家庭の生活問題

　単親家庭の生活問題は、おおよそ次のような項目

にわたっている．

　第一は，貧困問題である．一般世帯の月間所得の

平均を100％として，母イ・世帯のそれは約50％、父．r一

世帯のそれは約75％というのが「東京都調査」の結

果である．

　第二は，職業問題である．母r家庭の母親の大部

分は，中高年層で，学歴は義務教育修了か高●学校

¶業程度であり，専門技術に乏しい，しかも、単親

になって以後再就職をする者も多い．こうしたこと

から，母子家庭の母親の労働条件は，相対的に低水

12



準にある．父子家庭の父親のなかにも．労働条件の

低い水準の者もみられる．

　第三は．貧困問題に関連する住宅問題，医療問題，

教育問題があげられる．住宅問題，医療問題は，母

子家庭において深刻である．教育問題は，児童の高

校進学率の低さに端的にみられる．母子家庭のなか

でも，高い経済階層になるほど高等学校での就学率，

私立高等学校への就学率が上昇する．このことは，

教育問題が基本的には．貧困問題に起因することを

示している．しかし，進学問題は，親の意識，家庭

環境などが影響している場合もあろう．

　第四は，家事，保育．養護にかかわる問題があげ

られる．職業と家事をどのように両立させるかは，

単親家庭の親にとっては切実な生活問題である．し

かし．職業が優先的に考えちれる．家事については，

とくに父子家庭において問題が深刻である．単親家

庭で親が職業につくと，その間，子どもの多くは保

　表1．母子・父子世帯になった理由．年齢階組別

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

育に欠ける状態におかれる．かれらは，保育所，学

童保育，その他による保育サービスを必要とする．

単親家庭において子どもを養育する機能が大幅に衰

退すると、子どもは養護に欠ける状態におかれる．

これは．父子家庭に多くみられる問題である．

　第五は，生活相談、生活指導，緊急保護の問題が

あげられる．単親家庭になった直後は，親子とも心

理的にはなはだしい混乱におちいっている．こうし

た場合に、生活相談が必要とされる．まれなケース

ではあるが、単親家庭の父または母のパーソナリテ

ィに問題があって生活指導が必要とされる場合があ

る．また，母子の生活問題のひとつとして，夫など

の暴力，虐待，加害があげられる．このような母子

家庭には、緊急避難が必要である．

総

数

死

別

病

気

交

通
事
故

そ
の
他

生

別

離

婚

別

居

家

出

そ
の
他

長

期

入
院

長

期
拘
禁

未
婚
の
母

そ
の
他

不
明

母子世帯

30歳未満

30～34歳

35～39歳

40－44歳

100．0　駆．5　　四．0　　　3　1　　　1，4　　　59．‘　　46．3　　　9．9　　　2．8　　　　7．1　　0　6　　　0．3　　　　5F7　　　0．6　　　0．3

〔352〕

100．0　　3．7　　　3　7　　　－　　　　－　　　8い5　　74．1　　　7．4　　　－　　　n．1　　　．　　　　・　　　11．1　　　’　　　　3．7

〔27）

100．0　　　795　　　　－　　　　　5．7　　　　1．⑨　　　ηr4　　　田r5　　　15．］　　　3、8　　　15層1　　　－　　　　　1　9　　　13，2　　　　．　　　　　　一

｛53）

100．0　　お，、1　　21L4　　　3．6　　　　．　　　　67．9　　52．4　　）0．7　　　4．8　　　　7、1　　　・　　　　　・　　　　　7．1　　　－　　　　　一

｛84）

100．0　43．8　　泌『3　　　3、8　　　3．8　　　52．5　　43．8　　　7，5　　　1．3　　　　3層8　　　．　　　　　・　　　　　3．8　　　．　　　　　．

〔80〕

100．0　硲．0　　41．3　　3．2　　　1．6　　49．2　　甜．1　　9．5　　L6　　　4．8　　L6　　　－　　　　L6　　1．6　　　－

（63）

100．062．262．2　・　・　路．3a【．0　8．94．4　4．42．2　－　．　2、2　－
（45）

100．O　i3．3　　80．3　　｝．0　　　2．1　　77．9　　邸」　　　9．7　　5．膓　　　8．2　　0．5　　　・　　　　7．7　　　．　　　　0．5

（195〕

100．0　　泌，5　　品r5　　　－　　　　　－　　　　5272　　卸、0　　　4．膓　　　8．i　　　　－　　　　　一　　　　　一　　　　　　，　　　　　－　　　　　1．4

〔7嗣

4ト49歳

50歳以上

母　子　寮

父子世帯

47年詞査　100、．e．46．e緬3835494詞298543816
（母f世帯）〔Slfi1

3．単親家庭の福祉の思想

近年，英米では，母子家庭・父子家庭を一括して，

　　　　　　　　ワン・ベアレント・ファミリー

　　　　　　　　という語が用いられるようにな

　　　　　　　　った．この概念が登場する以前

　　　　　　　　は，これらの家庭をさしてプロ

　　　　　　　　ークン・ファミリーという概念

　　　　　　　　が使われていた．これは，かつ

　　　　　　　　てわが国の社会病理学などの領

　　　　　　　　域で欠損家庭などという訳語が

　　　　　　　　あてられていたものである．こ

　　　　　　　　うした概念は，家族の理想的な

　　　　　　　　形態は，両親と子どもから構成

o．s－　1g・　　されたものであるという価値判

（昭和53年母子・父子世帝生活実態調在報告書よ‘川 断を前提とすることになり．母
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子家庭・父子家庭は両親家庭に対し劣った存在とし

て位置づけられる印象を免れない．

　しかし，近年，未婚の母や離婚による母子家庭・

父子家庭が増加し、両親がいる家庭と同様に，それ

ぞれ一箇の家族として，自立し生活する権利の保障

を要求するようになった．こうした展開は、母子家

庭，父子家庭を単親家庭という中立的概念でとらえ

る必要を生じさせた．

　単親家庭福祉の政策と実践を基礎づける思想は，

生存権思想．家庭福祉思想，単親家庭の親子の生存

権の思想の三つに区分される．生存権思想は，憲法

第25条の「すべて国民は，健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有するll「国は，すべての生活

部面について，社会福祉．杜会保障及び公衆衛生の

向上及び増進に努めなければならない」という規定

にある思想である．

　第二の家庭福祉の思想は，諸傾人の生存権・発達

　表2．当時困ったこと．母子世帯になった理由別

総

数

経

済
的
に
網
つ
た

適な
当か

なつ
就た

貝
先
が

住
宅
の
問
題
で
困
二
’
一

Fす
ヒrる

も人

のか
世い
1話な

をか　’ノ

　た

相な
歳く

椥て

手困

かワ
　た

借
金
の
込
済
に
困
一
’
た

そ
の
他

困
な
”
か
た
つ
二
た
と
は

不

明

母　r世帯

死　　　別

生　　　別

そ　の　他

1出）　i｝　　“．9　　刀．8　　25　凹　　33　S　　15．“　　　“．」　　6．6　　16　3　　【．2

u，124．

い川［，　SR．6　21．遣　」酋n　26、ド　31よ　8．11　㊦5　18．5　L2

［　．III‘

1mO　lyg3　25．や　④7　373　131　8：　5　7　14区　os
｛　田61

1個1v｝　CI　6　1●2　）！《2　泌4　“6　■Z　4　【　拍三↑　4　1

‘　　7二‘i

1α）、0　餌．6　272　賂．2　．弼5　‘．ア　llX　‘，2　30

「　1曾5’

｜α‘．〔1　1竈．り　　4．“　H4　釦、4　1．1．：　sじ　11．も　詞．u　1）4

　225

母　　∫・　寮

父　子世帯

1庄．隈数回答 r昭釦5：偉醇仁sc　r世帯正il号寅せ萬金報：㌣爵より．
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権が保障されるためには、家庭生活が一定の生活水

準を実現しつつ，自立し安定していなければならな

いということを意味している．児童福祉の原則にも

関連する重要な思想である．

　第三の単親家庭の親子の生存権思想は，かれらの

家庭福祉を保障する責任主体についての思想である．

この生存権を保障する責任主体は憲法第25条におい

て国とされている．これについては、つぎの二点か

確認されるべきである．第一に，ここでいう国は，

政府と地方自治体が含まれる．第二に、単親家庭

の福祉の実現に対する責任主体としては、社会福

祉施設，実施機関の管理者や福祉労働者および単親

家庭自身が考えられるべきである．特に、その子ど

もの発達にトfしてはt親は国とその責任を分かち合う．

さらには，単親家庭が生活する地域社会、地域住民

にも，単親家庭を擁護・援助する態度が望まれる．

　4．単親家庭の福祉施策

　答申においては，現行の単親家庭か利用できる施

策・制度が整理され，各制度の保障の意義とその現

状と問題点がふれられたのち、提案がなされている．

ここでは、主として，提案の部分を紹介する．

　所得保障に関しては、児童扶養手当の支給額の改

善と支給対象の父子家庭への拡大を都が国に働きか

けるべきこと，各年金制度問の給付のアンバランス

の是正が提案される．ついで，母子福祉資金につい

ては．つぎのような提案がなされる．事業開始資金，

事業継続資金を「事業資金」として一本化し．貸付

限度額を現行の事業開始資金の限度額以上に引き上

げ、償還期限を10年に延長する．なお据蓋期間は現



行の事業開始資金を踏襲して1年とする、両資金の

一本化は，母子家庭の母親が事業を開始することが

しだいに困難になりつつあるので，今後は，事業の

継続の支援に重点を移して，それまでの実績を担保

とみて．より高額の貸付けを弾力的に行うための制

度的工夫の一つである．技能習得資金，就学支度資

金，転宅資金については，貸付限度額を引き上げる．

　就労については，おもにつぎのことが提案される．

第一に，公共職業訓練については、母子家庭の母親の

特性を配慮しつつ，訓練ニーズの多い科目の定員枠を

拡大するとともに，多様な訓練科目を開発する必要

がある．また，母子家庭の母親のもつ就労について

の緊急性を配慮した場合，職業訓練校への入校の機

会の拡大をはかることが望ましい．第二に，公共

職業安定所は，職場適応訓練について制度の趣旨が

一層徹底できるように、企業に対するPR活動を積

極的に行うとともに，求職者に対しても情報を提供

し，母子家庭の母親の就労促進を図る必要がある．

　住宅の保障については，都営住宅の母子家庭への

割当をできるかぎり交通の便のよい所にすること．

父子家庭についても，都営住宅入居について特別の

配慮がなされるべきことが提案される．

　保育と養護については，つぎのような提案がなさ

れる．第一に，単親家庭の児童の保育所入所に対す

る格段の配慮が必要である．単親家庭において発生

する保育に欠ける状態は，両親家庭がこうした問題

をかかえるのとは深刻さの度合が異なることに配慮

して入所措置が行われるべきである．単親家庭とな

ったことを契機として生じた保育所入所の必要性に

ついては、既にいくつかの区市で行われている緊急

世界の児童と母性

一時保育制度の対象とするなど迅速な対応を図るよ

うに努める．第二に．児童館，学童クラブの一層の

活用をはかる．第三に．養護を必要とする児童の発

見のために努力する．養護問題が生じた場合は，萌

芽のうちにこれに対応できれば，それだけ効果をあ

げることができる．単親家庭、とくに父子家庭の場

合、両親家庭に比べ社会的養護が必要となることが

多い．保育所職員，学校教員，民生・児童委員は、

養護問題の発生をもっとも迅速かつ的確に知りうる

位置にあるので，こうした児童・家庭の早期発見の

努力と福祉事務所．相談所との一層の連携が望まれ

る．第四に、乳児院，養護施設処遇において家庭福

祉思想への配慮が必要である．このため．施設と親

とは，児童の育成状況等について頻繁に連絡をとる

必要があり，父親，母親に施設職員が積極的なケー

ズワーク・カウンセリングをすることも場合によっ

ては必要である、第五に，ファミリー・グループ’

ホームの試行も含めた望ましい社会的養護の推進を

図るべきである．要養護児童のなかには，個別的・

家庭的処遇が望ましい児童かいる．こうした児童の

ためには、家庭に近似した生活が可能となる里親制

度は，さらに推進されてしかるべきである．さらに，

新しい社会的養護のあり方として，家庭的処遇と施

設処遇の中間形態としてファミリー・グループ・ホ

ームの試行を推進すべきである．

　家事援助については，つぎの提案がなされる．第

一に、母子家庭介護人派遣事業の改善と父子家庭へ

の拡大である．現在の介護人派遣制度は，末子が中

学生の母子家庭は対象となっていない．しかし，中

学生は，課外活動などで学校かちの帰宅も遅く，家
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事を十分には手伝える状況にはない．そこで，介護

人派遣家庭児童の年齢制限については中学生以下に

拡大されるべきである．さらに，この制度は父子家

庭にも適用が拡大されるべきである．第二に，単親

家庭家事援助者派遣制度の新設である．単親家庭に

なった直後の家庭生活の混乱から，日常生活を営む

のに支障がある単親家庭に対し家事援助者を派遣し，

もって、その福祉の向上を図ることを目的とする家

事援助の制度が必要である、そこで，家事援助を必

要とし，少なくとも義務教育終了前の児童のいるす

べての単親家庭を対象に必要に応じて，有料のホー

ム・ヘルパーを派遣する制度の新設が望ましい．

　相談の保障については，つぎのようなことが提案

されている．相談機関のPRとその連携の必要性、

母子相談員の資質の向上、市部における母子相談員

制度の改善、福祉事務所における家族福祉機能の充

実．保母，児童福祉施設指導員，教師等の協力．地

域の協力の必要性である．

　緊急保護の制度については，つぎの二つの提案が

なされている．第一は，婦人相談センターの夜間体

制の整備である．緊急保護は，その問題をかかえた

母子がいつでも入所できる体制であることが必要で

ある．婦人相談センターの夜間体制を整えるべきで

ある．第二は，母子緊急保護制度の指定施設の拡大

である．現在指定されている母子寮は多摩地区にあ

り，利用するのに不便である．特別区内に所在する

母子寮を緊急一時保護施設としてあらたに指定する

ことも検討すべきである．

　母子寮・父子寮に関しては．つぎのことが提案さ

れている．第一、母子寮の改築に際しては，居住空
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間を拡大するとともに，炊事場等の設備の改善につ

いても配慮すべきである．当面，大規模な母子寮で

可能な施設は定貝を縮少し，1世帯2室利用を検討

すべきである．第二、定員どおり職員が配置されて

いない母子寮について，東京都は設置者に対し、職

員の充当を図るよう指導すべきである．これとあわ

せて，職員の資質の向上を図るための研修について

も配慮すべきである．第三，夜間の管理体制につい

ては，入寮者に不安や混乱が起こらないようにする

ため，なお一層の充実を図るべきである．また，東

京都は母子寮運営要綱のモデルを示し，処遇の公平

と向上をめざすべきである．第四、母子寮の施設の

社会化の推進を図るべきである．第五，今後，父子

家庭の自立更生のために，宿所提供施設においても

保育機能が果たせるよう職員の配置基準について、

その改善方法を都は国に要望すべきである．

　答申のおわりの部分では，自助団体の活性化の問

題が論じられている．現在，東京都には母子家庭の

自主的民間団体として，母子福祉協議会，母子福祉

会、交通遺児母の会などがある．なかでも母子福祉

会は．ほとんどの区、市部で結成されている．今後

このような団体の組織を強化し、自助活動としてホ

ームヘルプ事業，各種講習会、相談事業など活発に

行われるようになるためには、安定した活動の拠点

が必要であると考えられる．そこで、すでに存在す

る母子福祉会，今後組織されるであろう父子福祉会

などの自助団体、さらには．一般の単親家庭の親子

の自助活動の拠点として積極的に活用できる「単親

家庭福祉センター」（仮称）の設置について検討する

よう希望する．
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特集・子ともと家庭

離婚・再婚のはざまで
ふりまわされる子どもたち
アメリカの家族を取材して ゜

与
J

］

ん
」

　ロぱ　

内
んジコる

実

N・H・K・家庭剖ユチーフテfレクター

　はじめに

　私たちは昨．年4月末から6月1二旬にかけて・15Uの

間アメリカ各地をまわって．家族の変貌ふりを取材・

撮影する機会を得た．それについては9目4日のN

HK特集一わか．肖．春のポストンーと91．17［トlu日の

「おはよう広場・最新アメリカ家族事情一で放映し

たので．二．覧いただいた方もあると思う．アメリカ

の家族問題に関しては、これまで幾度となく本紙で

も研究者の方々によ．－tて紹介されているのて’，こ二

では．一一介のテレビ・ティレクターの眼に映一．た印象

を述べてみたいと思う，

　P・W・Pの活動

　最新の統計によれば．アメリカでの年聞結婚件数

230万．これに対して離婚件数は117万とな一っている．

単拳tに．言えば2件に1f’i’の；判合となる．　しかもee＃fi昏

した人のほほ8割が3年以内｛こ再婚する．離婚大国

という認識で訪れたアメリカは，むしろ再婚社会で

あった．この実態を舷もta　ff　i］　｛Jに感したの1ま，ある

集団ピクニ．・クに出会った時たった。ワシントン郊

外の森桝1公園て3UO人余リク）親∫・連れかパレーポール

やハーベキニーを楽しんて．いた．一見どこにでもあ

る槻と∫．の野外ハーテ〈たか、参1川者の着ているお

そろいノ）黄色いTシa一ツにP・W・Pク）丈’∫：か自］象11勺だ

・－tた．ア〆リカ妓大ク，片規組織Parems　Wi［hour

Parmersの定例1丁事たったのてある．ここに集．・！た

ノ、たちは，離婚者ヒその」”どもたちで．大人たちは

こうした機会にお互いの悩みを話し合い，住宅・就

職・f’と．．もの教育などについて情報を交換し合い．

そして何よりも新しいハート十一を見付1ナようとす

る．現に私たちは、P・W・Pの会合で知ll合って同棲

したり結婚Lたカ．フ．「しに出会った，

　Lカ・し、　P・、～’・Pはこうしたホ見‖乍や交陪…のたダ）プご1ナ

の機関ではない．23年前、離婚して1：どもを育てて

P・W・Pのピクニック
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いる人たちか集ま・ってできたノ1・さなグルーフか、今

では会貝数19万6T・．全米に千以．ヒの支部かあり．

ヵナダやオーストラリアにも支部を持つ大組織に成

長した．今．この組織か目ざすのは，片身家庭に不

公平な税法を改正させるための政治活動であり．企

業に託児所を作らせるための運動である．ワシント

ン市ウ．：・ドモント・アベ；ユーにあるP・W・Pの本部

では．全国の会貝のデータがコンピューターに打ち

込まれ．ニューズレターや月刊の会報誌The　Sing［e

Paremか編集されていた，大きなピlvのワンフロア

ー を借りきった本部のtブイスに働くのは．30人足

らすの女性職員で、その半数はハートタイムの非常

勤．会の運営や支部活動はほとんどポランテ｛アに

支えられているという．子どもを連れて離婚した人

たちが、自分の必要に迫られて組織をつくり、自分

たちの力でここまで育て上げた．P・W・Pは離婚社会

アメリカの象徴であると同時に，アメリヵ人の積極

性と行動力を物語る格好な軒列だといえるだろう．

　離婚・再婚家族の実態

　アメリカ取材中，私たちは多くの離婚・再婚家族

に出会った．その一人ラリー・ランシング氏は37歳．

ワシントンのエネルギー省に勤める国家公務員であ

る．7年前に離婚し，現在は，P・W・Pの集ま1）で知

り合った高校教師のジョアンと同棲中である．彼女

は別れた夫との間に生れた男の子を引きとって育て

ている．一方のランシング氏は前の妻との間に生れ

た2人の娘がいて，2週に1度週末を過ごす．した

がって一時的に小学生の娘2ノ、と．実の父親のラン

シング氏．同棲中のジョアンと彼女の恕、rという5
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人の家族構成になる．さらにこの週末の間，ランシ

ング氏の別れた妻は，再婚した現在の夫か連れてく

る彼の1”ども2人と一緒に過ごす．何んとも複雑な

「家族合せ」だか、このように週末や夏休み・冬休み

などに，家族の構成が変わってしまっケースは．今

のアメリカて．はー決して珍らしいことて．はない．

　「子はかすがい」という言葉がある．NHKで行っ

た日米の意藏調査で．「f’はかすがいと思うか」とい

う問いにk・tして，日本では70％，アメリカでは30％

かイエスの答えであった．日本でも離婚件数は年々

増加Lている．だが，子どものために離婚を思いと

どまっている「離婚予備es－　llは少なくない．しかし，

アメリカでは，愛情の冷えたお亙いに高め合うこと

のない結婚は意味かない．むしろ別れる方かr・ども

のためであるとさえ考える人たちが多いという．し

かし、先程のランシング氏の娘たちへのインタピュ

ーて，小学生の娘が2人とも、新しい父親より実の

父ランシンク．氏の方が好きだし、もっと頻繁に会い

たいと言った時，思わす目頭を熱くした彼の表情に

ハ〈U（〈om　ond　Dad　Are

　　　　gOP｝vorc¢～Gzt†in

子ども向け離婚読本
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離婚後の親子関係の複雑さを見る思いがした．

　子どもに与える影審

　ニューヨークで出会ったある離婚女性に，　「どう

して子どもまでありながちアメリカ人は簡単に離婚

してしまうのか」と尋ねたことがあった．「統計上

からは簡単に別れてしまうように見えるでしょうけ

れど，離婚は双方が、結婚の何倍ものエネルギーを

使うのよ．親は親で何んとか子どもに理解してもら

いたいと思って話し合いもするし，子ども向けの離

婚書が数えきれない程出版されているわけ」．

　確かに子どもの年齢に応じた離婚読本が書店やお

もちゃ屋にまで並んでいる．中には幼児向けのマン

ガまでもあった．そうした本で共通しているのは，

たとえ離婚をしても親と子の関係や愛情は少しも変

わらないことを強調して，子どもの不安を和らげよ

うとしていることである．また，愛し合って結婚し

たはずの両親が，なぜ別れるかという説明に、人は

時がたつうちに変わってしまうものだからと述べて

いる．そして，子どもが悲しんでいると同様両親も

悩み苦しんでいるのだから非難ばかりしないで．理

解してやるようにとも説いている．

　しかし，私たちかち見るといずれも，親の論理を

子どもに押しつけているように思えてならない．私

たちの滞在中も、離婚家庭の子どもたちの文集やイ

ンタビュー記事が話題になり，テレビにも取り上げ

られていた．そうした本の一節に，ある日，外にタ

クシーが止まり，父親がスーツケースを下げて家を

出て行く情景を子どもの眼を通して描いている文章

があって胸を打たれた．一方で，夫婦げんかの絶え

なかった家庭より、片親でも現在の方が良いという

子どもも少なくない．だが，親の離婚に直面したり，

家族が分裂するかも知れないと不安におののいた子

どもの心の傷は，完全に治すことの出来るものだろ

うか．

さいごに

いまアメリカでは年少者の家出や麻薬中毒，アル

〔My　Mom　and　Oad　Are　Getting

aDivorce！〕よリ抜粋
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コール中毒が激増している．また、1年で54万人の

未婚の母が出産し．25万人が未成年の母になる．少年

少女の非行の原因を親の離婚に求めることはあまり

にも短絡的であるが、少なくもローティーンの少女

が妊娠したり，アルコールや麻薬に犯される子ども

たちが増えているということは，それだけ子どもた

ちが家庭のひ護の外にあることを，また親の注意が

十分子どもたちに向けられていないことを物語って

いないだろうか．

　統計予測によれば，今年生れる子どもの半数は成

人に達するまでに親の離婚を体験することになると

いう．子連れの再婚もまず増之よう．親の再婚の結

果，血のつながちない兄弟が一つ屋根の下に住むケ

ー
スも増えてくる．またそうした再婚家庭に新しく

子どもが生れれば，半分血のつながった兄弟が出来

ることになる．アメリカで聞いたジョークに「君の

子どもと僕の子どもが，われわれの子どもをいじめ

子とも向け離婚読本

ているよ」（Your　kid　and　my　kid　are　beating　eur

kid）というのがあった．

　親の再婚・再々婚によって家族関係は複雑iになり、

見方を変えれば，豊かにもなる．片親家庭が5軒に

1軒になっている一方で，step－famiryやb］ended－

familyという形態も増え，伝統的な核家族は少数派

になろうとしている，

　今・．アメリカは家族について大きな実験をしてい

ると説く人もいる．女性の自立，離婚の増大という

潮流を押し戻すことはできないだろう．同棲もこの

10年で2倍半に増え，ゲイのカップルも社会的に認

知されようとしている．こうした家族の変貌はたか

だかこの20年程に過ぎない．この大きな「実験」が

次の世代にどんな影響を及ぼすのか．その答えがで

るまでには，多くの時間が必要なのであろうが，少

なくとも私たちはより柔軟な視点で家族について考

なければならない時期を迎えたといえそうである．

　　ADivorceDictionary
ABook　fO「lbuan【IM）u「Chilcl「en

　　　by　SttPtrt　M・＿Class

o■吟　寸冶｝‘噛一be・d　－一岬
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世界の児童と母性

特集・子どもと家庭

両親の別居および離婚が児童の

発達に与える影響
　ンェフPJイ　．　【．　ドtL方ン

JEFFRY　L　DOLGAN，　Ph．　D．

デンバー・チルドレンズ・ホーム施設長

　離婚の実態

　近年、アメリカおよびEl本において社会の分裂と

無秩序が核家族に大きな影響を与えている．また，

家族の機能が変化しストレスか大きくなったために

両親の別居・離婚が急増しつつある．今まて二夫婦関

係，児童養育の両面において確立していた古い役割

モデルは崩壊し，家族や社会福祉施設はその形態を

変化させた．経済的負担，都市のストレス．倫理感の

喪失．増大する自己陶酔的自己中心主義，自分よが

りの世界観などがさらに離婚への気運を高めている．

　アメリカにおける1970年の離婚率は，1940年に比

べ70％の上昇を示し，1970年だけでも12％の増であ

る．統計的にも結婚3件に対して1件は離婚に終わ

ることになリ．子どもたちは，父親かいない，母親

がいない状態で放置され，これに加えて5人の内3

入の母親は働きに出ている．

　一言でいうならば離婚は現代の核家族が経験して

いる大きなストレスであり，明白な社会的疾病の症

状の一つである．そして、このストレスの一番の犠

牲者が子どもたちなのである．

　では，離婚が子どもたちに与える影響を考える際

に必要と思われる点を次に解説してみたい．

　離婚が誘発する児童の症状

　いうまでもなく両親が離婚をする子どもの感情は、

心理的に複雑なものである．子どもかどのように反

応し．対処し，また事実どのように解決しようとす

るかは，年齢，文化的背景、宗教，性別、保護者．

子どもの能力，そして両親との関係などの種々な要

素が関与してくるが，その中で離婚が誘発する症状

をいくつかあげてみよう．

　拒否と沈黙

　拒否は，幼年者の繊細なエゴが不快な環境を経験

しないように保護する役目を持つ．離婚に対する精

神的痛みへの拒否反応は，　「こんなことは起こらな

い．ババとママは決して僕を置き去りになんかしな

い．」という考えに表れる．拒否は幻想的期待成就の

反動であって，子どもは自分でコントロール出来な

い現実に対し，目をふさぐことにより混乱を避けよ

うとするのである．研究資料によれば，年齢の高い

青少年は，両親の離婚のあとでも，あたかも両親は

まだ一緒に住んでいるかのように話し、自分の家族

についてうそを言い，事実を認めることを拒否する

傾向がある．

　退行
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　離婚のショ・．、’クを経験した子どもは，かたくなな

性格にこもり，乳児の発達段階に逆行することかあ

る．すなわち，このような葛藤を経験する以前の時

期の乳児的傾向にもどるのである．

　退行は新しい不安を抑制することに失敗Lた結果

起きるのであって，子どもは，新しい段階に入るこ

とを恐れ，両親の離婚前の安定した時期にもどるこ

とによって，心の平静を確保しようとする．乳1尼の

初期的満足感の表現にもどるため，言葉は乳児語に

なり、親指をしゃぶり，おねしょをし，自分に人O

の注意を向けようと努力する．すなわち退行は，‘僕

は小さな赤ん坊なのだ，僕を置いていかないで……．

一緒にいて……、」といっていることなのである．

　身体的変化

　精神的ストレスと不安は、震え，落着きがない，

食欲がない、脈はくと呼吸の増加，むかつき．．ド痢．

頻尿，不眠，夜驚、悪夢などの身体的変化をともなうも

のである．千どもは自分が危険の中にいると信じ，

食事や．住居や，環境の安全さにも不信を持つ．こ

のような子どもの心理的，身体的反応は、現在病ん

でいる子どもの世話を通して．両親を一緒にさせよ

うとする子どもの無意識的な努力なのて’ある．

　敵意

　離婚した両親の子どもは，愛情喪失の恐れを持っ

ている．そしてそれに対し．子どもは復讐を試みる

のである．大きな怒りの中でf’どもの最初の衝動は．

自分にこのような31：しみを与えた者、愛する親を攻

撃しようということである．自分たちの間に敵意を

持ちたくない両親は．f’どもの中の敵意を我慢で．き

ないし．時として暖かい家庭的雰囲気の崩壊は，f：

22

　講演中のドルガン氏

どもを放棄するという形て現れる．－r・どもは、自分

が最も愛する者．また自分が今最も必要としている

者によって裏．切られたと感じたとき，平静にしてい

ることで報復しようとする．またそれとは反対に，

怒リ狂って自分の囲りのものすべてを破壊し，自分

自身もめちt’めちゃにしようとする．両親は愚かに

もこの怒りに対して，懲罰を与えることで対処しよ

うとするが．もっと子・どもの恨みの気持を理解して

あげなければ．ならない．

　1：どもの気持を温い愛情を示しなから聞いてあげ

ることは、離婚に関する現在の状況．将来の二とな

どを正直に答えてあげるのと同様に，∫・どもの心の

安定に効果がある．すなわち、卒直さと受容か肝心

なのである．

　泣き叫ぷ

　泣くことi；　fl然な身体的表現である．両親か離婚

した．子どもは，不安な状態で，罪の意識に恐れてい

る．これは．自分の将来か脅かされているための不

安であり，また家庭的紛争に吋し自分が実際に何ら

かの役割．あるいは自分で想像した｛鑑1剖を果したこ

とに対する罪の意識である．痛みの悠情を表現L、



泣き叫ぷことは子どもを気分的に楽にさせる．子ど

もは痛みを経験するが，それをどのように言葉で表

現するべきかわからないのである．涙は言葉の代り

なのである．

　離婚が児童におよぼす影響

（1）両親はえてして，その留守勝ちな事と，罪ほろぼし

のために、子どもを喜ばすことのみを考えて甘やか

し，子どもが望むものは何でも与え，埋め合わせを

しようとして，しつけることに失敗してしまう．両

親は「良い親」であろうとして愛情を買おうとして

いるのであるが、愛情は決して買うことができない

し，甘やかしは、子どもから自分自身の努力で満足

を勝ち取るという姿勢すらも奪ってしまうのである．

（2）離婚に際し両親は疑いもなく、お互いに敵意を持

つ．子どもをこの敵意を想い起させる対象にするこ

とは，情緒的問題を招くことになる．この場合子ど

もは，重荷であり、やっかいであり，失敗した結婚

の遺物であり，両親が逃れたいと思っている過去の

亡霊であると見なされる．このことは子どもに深刻

な価値感の混乱をもたらすのである．

｛3離婚の後，親は子どもをパートナーの代理，腹心

の友，仲間，友人，相棒などにしようとする．しか

し子どもは．不在の親の役割をすることは出来ない

のである．子どもは愛人でもなければ，話し相手で

も，打ち明け人でも．配偶者でもない．彼らは今な

お子どもであり，その子の精神的，知的能力の範囲

内で受入れなければならない．

（4）時として親は，夫婦関係のトラブルに対して相手

を非難する．これは子どもが，相手（父または母）

世界の児童と母性

に対して持っている評価を中傷することになる．子

どもは両方の側に立ち，非痛な，ほとんど不可能な

選択を迫られることになる．子どもはこの相互復讐

の状況において，大人の侮辱と報復を伝達する道具

として使われるのである．子どもは．ますます精神

的に不安定になり病気になる．自分の父親が冷酷な

ことを望む子どもがいるであろうか，また利己主義

な母親を誰が望むであろうか．中傷された評価とは，

片親がもう一方の相手が悪者で，間違っており．馬

鹿で，おかしいのだということを子どもに納得させ

ようとすることであって，自分自身で世間を見自分

の判断を引き出そうとする子どもの能力を破壊して

しまうのである．

　おわりに

　離婚は一組の夫婦がお互いに幸せでなくなり，も

はや一緒に住みたくないと思っている正直な自白で

ある．その中で，離婚に直面する子どもに与えられ

た大きな権利は感じることではないであろうか．離

婚する両親が，子どもの感情や考えを無視したり、

それを大して重要でない子どもじみたことだと決め

つけるのは，子どもに感情を抑制させる状況を作り

出す．怒り，恥じ，嫌悪，不信の感情は，往々にし

て行動に表れ，学業不振、不安、敵対行為，反抗，

反社会的行為の病状を引き起す．子どもの本当の感

情を責めることで．その感情を根底から出させるよ

りも，むしろ恨みの感情をオープンにしてしぼませ

るようにすることが最上の方法ではないだろうか．

＊さる圃月7～9日｛19Sl年｝に開倍された家題摺絞貝中央セミナーの中

　で8日に行われた嵩演「岡観の別居および雇婚か児童の発達に与える影

●Jを翻訳・抜粋しlt　tJのである．
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㊧θ◎Φ

総合社会福祉施設
旭川荘

え　　　　　1き　　　　ふ㌧丁

江　　草　　安

旭1［［児童院院正ミ

彦

　瀬戸内海に面した緑と水と乏（陽に恵まれた地万都

市．岡山市に旭川荘は1昭和3z年に削設された．この

事業は岡山市の外科医jl四；「祐㍑氏によ・．，て計画され

ご現代社会の求める医’？：を中心とLた明るい宇f会福

祉施設を……」めさ．「一たのである．岡山県下のニー

ド調査を実施してこの資料・を基礎とLて肢体不自由

児施設、年長精神薄弱児のための施設、結核未悠染

乳｜見を結核患者から隔離し、健康に育成するB的力

乳児院などか第　・次計画として建設、各施設の責灯

都ますべて若い医師とした．診療能力も整形外科，

小児刊、　老人戸1．を中．L・に整備一i．る本格的な｜与ミ療機関

の設置を、汁画した．20戊元平与米の広大な！6ζ地で．は農

園、牧場、果樹園，養魚場か設けられてi『y曳と親L

みながら自給自足する．老ノ＼も’じ活，医療のすべて

をここで満たす．ように，恵まれた施泣、日然は一般

市民に開放Lて，水泳．キペ・ンフ，ζ引⊥］なと’ク）健康

なレク［Ji一シコtンに提供するという州期的なもゾ）

で’あった．　この計画は川崎祐宣氏を中’t・に医学、　社

会福hL　教育の専門家、地域の各ノ）’　［s｛iの代表者の協

jJによ一，て，次第に具体的なもノ）ヒなった，川崎祐

Lt4

　旭川荘の外観

宣氏は自ら六fv　llにわC二．・，て欧ポの規客ミをf．1∴）など

綿密に計陣iLた力てある．こノ）計倒］に買「ll豆彦氏ノ｝

思想か多分に影苦を与．えた二とも記Lておかねはな

らないたろ：．

　その後，25年間にわたって地域のニーi一に二たえ

て施設の培設かつついたfノて．ある．肢体｛：自由児施

，｛1～1母∫．入園、通園剖ユ1’fiを含んている1から身体障

害者療護施設，身体障害者授産施r竃を貝｝孔み．精神薄

弱り己施設か：コ　，fi：9‘iこ心身障：｛多児施設，粘神薄弱者史’｝し

施設．村1神薄弱折更生り自所施設、1，～神薄弱｜i“uig随

設．li’動異常，情緒il章書をi三、｛1『と．］．’る心身陥害（ノ占「1

療教育施泣を次マとΨんだ．そして今日て．はこの他



に特別養護老人ホーム，保母，看護婦，ヘルパー養

成の施設，現任職員研修施設、児童福祉研究所など

が設けられている．ここで強調しておきたいのは，

いままで一度も，旭川荘はコロニーといわなかった

ことである．「施設は閉鎖的であってはならない．

旭Jll荘の住民は市民との交流のなかに生活する．医

療，教育のサービスを施設居住者と同時に一般市民

に提供するuなどという基本姿勢かちあくまでも心

身障害児や老人がゆたかな社会生活をおくるため援

護システムとして機能するよう心がけてきた．した

がって事業の種別も漠然と増加したのではなく，地

域のニード調査によって必要なものは設置，不要な

ものは廃止の原則を持ち，施設の規模も時には拡大

し．時には縮少するという柔軟な対応をとってきた。

施設利用者の入所目的を明確にし，有期限入所を原

則とすることより終身収容という受けとり方を極力

避けている．重症心身障害児施設の場合も同様であ

る．一人一人の重症心身障害児の現症を医学，心理

学，教育学あるいは福祉の立場かち総合的に把握し，

判断して，当面の処遇目標を設定し，その発育成長

の援助を実施する．この繰りかえしの延長線上に家

庭生活があり，場合によれば精神薄弱児施設、肢体

不自由児施設への措置変更があるという考え方をと

っている．いわば重症心身障害児施設も終着駅では

なく通過駅であるが援助の一つとして終着駅となる

場合もあるというのである。家族との距離を広げな

いよう施設の車での家庭への送迎，家族の宿泊所の

設置他、市営住宅の一部を利用して短期間ではある

が（1～2週間）施設から数人の児童が交代で生活

する重症心身障害児住宅の設置を予定している．

世界の児竃と母性

　旭川荘の食事風景

経科，眼科，耳鼻科，整形外科，

障害児の総合病院の形をとっている．

の他に積極的に外来診療も実施している．心身障害

児の診断．相談．診療など年間の延利用者は一万数

千人に及んでいる．その他，自治体と協力して在宅

重度，重症心身障害者への訪問療育事業，巡回療育

指導保育所の障害児保育への協力など活発に地域医

療福祉活動に参加している，この傾向は今後ともに

つよめられるだろう。

　旭川荘はコロニーでないと主張してきたが．広大

な敷地であることも原因の一つであるが門もなけれ

ば，塀もないのが現状であり．これが象徴でもある、

周辺の人々は，旭川荘内を横切る市道を通行するの

はもとよりであるが時には施設の建物の間を往来し

ている．構内の売店，喫茶店には多くの近くの人の

顔も見受ける．夏祭りも町内会と旭Jll荘の共催で六

千人の人波となった．ボランティアは毎日20人～30

人が一年を通じて参加している．ボランティアは労

力奉仕にとどまらず，共感，共労の共同生活者であ

るといわれているが旭lll荘の場合には，住民の一人

であるといえるのである．旭川1荘は開かれた施設と

いうよりか．地域との間に一切の塀のない，いわば

地域そのものという将来を志向しているといえよう．

　旭川荘は，重症心

身障害児施設，肢体

不自由児施設という

二つの医療機関を持

っている．その診療

科も内科，小児科，

小児精神科．小児神

　外科，歯科と心身

　　　入所者の診療
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スリランカのサルポダヤ

Pre－Schoo培β門
　　その運動を通して一
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　イント．の南東にポ．・ヵリ浮かふ緑の品　スリフン

カ共和匡1」というよりも，紅茶てお馴みのセイロン

島とい・った戊∫かわかりやすいかもしれない、亜熱帯

性気候，Lド均温度か27度．　1年中力・夏の国てある．

　そこに　サルポタヤ・シュラマター＋　という民

問のポ1ンティア団体かある．サルポタ六’とは雄語

で一 ．意識の目党め．ヒいい，シtt．ラマター十は‘労

働のわかち合いニヒいL・、長い舶民地時代．：きo（［年間‘

から独、：rlしたスリランカを泊分たちの手て．，意識ヒ労

｛動という精神に基つく実践て．巨1造りをしてL’〇二うと

いうもの『ご、．亡に農村の開SEを中，じ・としている．

　そこの代表者のアリアラトネ氏は25年前から，そ

の思想を仏教におき．実践Lなが・’、この運動を起し，

196古年に：まマク．サイサイ官tを受け世界的に活㍑Lて

いる与てある．

　そノ）サルボクヤ運動に私かとひ込んたの：ま1978年

ノ．）81iからの［年間であt．．アこ．　H本ユ♂スコ協会連盟

から派遺されたボランティアのひヒリとしてである．

　そ二で．7）私の役割ほ，サ’Lポタヤの活動のひヒつて

ある． Pre－Schoo［就’9了：前敦育：川剖：門てti）壬伝いて‘
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ある．各地にある保育・i斤ゾ1状態を見る二とヒ，ここ独

自て行・．．ている先生ノ1養成や研修会への参加て．ある．

　Pre－SchL，c，1　Sl；F＋1：まます，　］’．ど．もに栄養価力ある食

べ物を．という’Lきるため7原点的なもノ「）を1．1標に

おいている．すなわちこれは将来のIEI造リノ：，たダ）に

ノ、を養成する構礎的なことを考えた上でノ‘ものた．そ

うた．その他、衛生や健康に関する事、自給自足に

よる食物の確保ということてそ力殿垣）㍍去、そして

Pre－Sch・nAに集まる母規ヘゾ，教育等をP鉦ltJにしてい

る．その考’えを持．．．た保ずぎ所・かスリランヵ各地に約

1．［）2t〕ヵLl．「rあリ、　55．oe”ノkフ｝r．ど「もカ・そtL：こ参1川L’：

いる，

　私力仕事の始めは、ますそれぞれの村へゆき保育

所の状態を把揖iすることてあ・た．

　スリランヵは開発途．ヒ国てあり，その生活振りは

貧しい．村によ一・．て多少の差はあるかほとんと．かヤシ

の葉の屋根にトをかためて作一．，た家て、夜は1：間に

ゴサを敷いて☆るという生活て．ある．各村にあるサ

’Lポタヤのセンターも同1：ような建物で，それか事

村の保育所



務所兼保育所になっている．

　村の∫・どもたちは8時になるとそこに集ってくる．

そして敬慶なる仏教徒の一員として仏陀に花をあげ

祈り、一日が始る．色が黒く目鼻立ちがはっきりし

ている子どもが時々薄目をあけなからも祈る姿はほ

ほえましく感じ，またこの国における宗教の位置づ

けを考えさせられた．

　先生はアッカ〔お姉さん）と呼ばれ村の娘たちで、

サルポダヤの3ヵ月又は2週間の養成コースを終え

た人がなるが，特別なカリキュラムを持たず．子ど

もは自由に遊び，時として集って歌ったり踊ったり

する．先生の｛］：事のひとつにミルク作りがある．オ

ランダからの援助物資である粉ミルクをお湯で溶き

調合して子どもたちに与えるのである．と同時に援助

物資に頼っていてはいけないと．お米に草をすりつ

ぶして入れ，ココナッツミjLクで煮込む粥汁の飲物

（カンジー）を作って飲ませることもある．

　f’どもたちはそれを飲んで11時半に帰る時と、昼

の給食（ごはんとカレーを先生が作る）を食べ2時に帰

る時とがある．

　子どもたちに手洗いの習慣をつけることも重要な保

育のひとつではあるが，（カレーは右手を使い食べる）

水の確保が村にとって重要な課題であり，水くみに

往復1時間かける所もあり，ほとんどが自分の家に井

戸を持たず，村共同の井戸や，川を使うのである．

それゆえ食べ物の煮たきが第1目的となり，手洗い

は次の目的となってしまう．

　このような保育所も教育そのものよりも生きるた

めの原点的な要素か多く．村の家庭においても同じ

ようなことがいえる．

世vのd尼童E母M、

　ミルクを飲む子どもたち

　スリランカの家庭は平均5－6人の子持ちである．

父親が働き、母親が家事の仕事をするのが通常であ

り、小さい子どもの世話は姉や兄たちの仕事である．

母親は子どもたちの教育を考えるよりも】日の生活そ

のものに追われることか多く，食べ物，生活の確保

が先になる．しかしこれは家族中が働くという．そ

して自分も家族の一員であるという意識がっき，真

の教育となるのかもしれない．

　スリランカ人の性格はおだやかで明るく．物事に

取らわれずこだわりもない．それゆえに母親のガミ

ガミ叱る声はあまり聞かれず，子どもたちの行動をニ

コニコ見守る事が多い．子どもの方もおだやかで．

特別ないたずらをする子もなく．喧嘩もあまりおこ

らず．喧嘩そのものをいやがる傾向がある．

　そののんびりとした性格の中で，自分たちの国を

つくり、援助に頼らないで自立してゆくための意識をど

のように高揚させてゆくことができるかが，サルポダ

ヤを含めたスリランカの課題となってゆくであろう．

　そんな中で私自身は保育の原点的なものに触れ，

考えさせられながら楽しい1年間を送ってきた．
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国際会議

1981年世界精神衛生
マニラ会議

隈謂1瓢＝呈灌E淵〕1』懸’L）

i呈L　　　　　　の　　　　　　あ±・．

星　　野　　命
回際，‘⊆督教大’デ：教▲受

　1948年にロンドンで結成きれ，国連のli一部紐識て

ある世界保健機構‘Wl±Olべ・．ユニセフ！国際児童救

i斉基金1や、　ユネ久コヒ密接に「奨1わりつつ，　いくつカ・

の大陸や島々にまたか．って種々の活動を展開してき

た．世界精神衛生遼［盟「W《、r］d　Federatinn「ur　Mental

Heとdth．本部：カ十夕．のバンクーバー‘は、その2年

二とに催す国際会議を今夏アンアでは初めて、フィ

リピンのマニラにおいて一週間にわたって開催した．

　今［tilのメインテーマは、「．心の健康．文化の価f直，

社会の発展　’SO年代への展望」て，マ，レコスフィ

リヒン大統領大妻を：まじf＞とする各界のフィリピン

人の協力運営のト．約40ヵ国からLOO（［名か参1川して

種々のフログラムかくりひろ：ずられた．

　H本からは．」呈，L・女∫’・戊ぐ’）E・島lt］．・男教授をト｝1長

とする心理学．精神医学，哲学．ヶ一ス．ワークの

領域からの61名と、筑波戊ぐア・江日篤ル教授を団長

とする学校保健にたずさわ．．．ている15名ヒ、さらに

ト惑疾茂ノミ博IJを団1一乏とするH本粘神病院協会1川盟の

‘ヂi醤1　｛「↓似ミ　な　 ’）　じ㌧「Cこ　 1．｜　本lr‘i　村l　F’｜．石．，1慢亨支〒｛：∫r筋　会の　会　～1　な

ど．1司伴家族を含めて合lir約13〔｝名か参りllし．同時
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　世界精神衛生連盟マニラ国際会議の開会式

通訳の設備・機能を生かして基調講演や記念講16iに

聴きλ、r，たほかに．分科会やワークショ・フにおいて，

研究発表や司会にかなりの数のH本人が活躍した．

　世界精神衛生会議の目的

　二の会議の目的は、地球上のきまさ圭な国，それ

ぞれの民族の心の健康をめぐる関心の所白をll｝1らか

にL，心の健康に関連ある社会的文化的要因を指摘

し、さらに保健制度、教育行政．社会福祉．司法制

度．弁t／・q，労働などの各領域におけるド1糊1衛生；、ξ動

の進めlj一を検討する二とにある．したかって単なる

桔神州欠や心理’‘k’：者の二学会」ではなく．人間の価

｛直，文化二り意義，余暇の開発．自・：tll／足と相η：扶且｝戊

の問題を学術的にfitf”“Lし、またその実践に．ちた・一，て

の課題やノ元法を討論するニヒであ・－tた．また，この

会議の成果として期待されることは、’t”f’健康をめ

く．一・ノて存在する関、L・‘狂かll月らカ・になり．特に’8し）年f．t

の課題の重要順位か報告され．社会の発展に統frさ

れるべき精袖衛生7吐4策か提出され’呑認きれること．



さらに各国単独の．または地域別複数国家聞の協力

活動を計画すること，などがあった．

　基調講演と記念講演から

　この国際会議では，マルコス大統領自身による一

時間以上に及ぷ基調講演をはじめとして，サプテー

マをめぐる5つの基調講演とそれへの討論，また元

連盟総裁の故マーガレット・ミード女史（アメリカの

文化人類学者）を記念する講演が行われたが，　「児

童と母性」に触れたものが少なくなかった．そこで

次にその一部を紹介しよう．

　rg　1日，午前の開会式のあと午後2時かちの基調

講演において，ユニセフの上級顧問，ハーマン・ス

タイン博士は、現代の人聞または自然の力による破

壊への危機をいくつかの例によって指摘した．ユニ

セフ事務局長に提出されたレポートによると．国際

児童年の1979年に生まれた1億2，200万人の子ども

のうち，既に1．200万人が，飢え．貧困，病気で死

亡している．また．1年に25万人の子どもがビタミ

ンAの欠乏により失明している．このビタミンAは，

発展途上国に「はだしの医者」つまり，若者の民間

医療奉仕者，ヘルス・ワーカーがいれぱ，わずか1人

5セントの投与で防ぐことができる．

　また先進国の子どもたちの問題行動は年々増え，

また悪化している．これは激しい競争を強いる教育

制度が心理的な障害をひきおこしているためで，今

や学校の存在そのものが，子どもたちの心の健康を

そこねている．これなどは専門家の治療活動がなく

世界の児童と母性

ても，プライマリー・ヘルス・ケア（基礎的健康管

理）を社会の中に浸透させることで予防し，また多

くの子どもたちによい影響を及ぼすことができるは

ずである．

　粉ミルクやベピーフードの普及によって，血の通

った母子感情の失われつつあることが世界的に進行

している．母乳を与えることは，母体の免疫を子ど

もに伝え，また子どもの情緒の安定性にも役立つに

もかかわらずtアフリカでは母親が粉ミルクの缶の

字が読めないため，質の悪い水で粉ミルクを溶かし

て与えた結果，多くの子どもが死んだという事実が

ある．先進国ではそんなことはおきないにしても，

母乳を与えることを避ける結果，母子のつながりの

上でいろいろ問題がある．

　第2日の基調講演者の一人は，スイスのジュネー

ブにある国際看護婦協会の顧問ヘンド・アプデルニ

アルさん．「心の健康に専門的にかかわることは．人

間の全体，人聞の存在，人々の人生をめぐるすべて

に関与することで，その底には男性と女性との基礎

的な関係がある．男女関係が肉体的・物質的理由か

ちのみ成り立っているのか，または愛と尊敬に満さ

れたものなのか，それによって人の生き方にも違い

がおこり，いい加減な結婚や離婚も増える．子ども

に対しても両親が真剣に養育するか否かは，のちに

子どもが自身を価値ある人聞だと認識するか否かに

かかわってくる．彼女はこのことを強く訴えていた．

（このほかワークシ∋・yVでは．　「ストレスにある子どもたち」「思春期

にある若者の危ぬ」「子どもの簡神衛生スクIJ一ニング」などをh〈’nて報

告と討浪が行われたが．紙面の初M上，省略する｝
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国際会国

第12回

国際栄養学会議

む　　　　　と弓　　　　　しつ　　　　　二

武　　藤　　静　　子
日本総合愛育研究所研究第4部部長

　1981年8月工6日かち21日までの1週間．第12回国

際栄養学会議がアメリカのサンディエイゴで開かれ

ました．ここはアメリカで最も美しい街として知ら

れ，白砂青松の海岸線，南国特有の樹木の間に見え

　　　　　　　　　　　　　　しわしすかくれするスペイン風の建物や庸酒な近代建築，古

い歴史をきざむダウンタウン，あちこちに散在する

緑深い公園，豊富な海の幸や南国の果物等々、訪れ

た人々にうるおいと安らぎを与えるような趣きを備

えています．

　会議には85ヵ国から約2，000人が集t｝ました．栄

養学に関心をもつ医学．農学，家政学，薬学，化学，

社会学などと色々の領域の人達ですから扱われた問

題も多岐にわたり、シンポジウム14，ミニシンボジ

ウム12、自由研究発表1．017，ワークショップ28と膨

大な規模になりました．

　ここではそれらの中から母親と子どもに関するも

のを主にご紹介したいと思います．

　現在わが国ではほとんど姿を消した子どもの栄養

不良がこのような会では今なお，重要課題の一つです

予防策としては家庭菓園のあり方（わが国の戦中戦
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後の一時期を思い出します），胎児の栄養不良を防ぐ

ための妊婦に対する補食効果などが検討されており

ました．一方人手も設備も乏しい地域で栄養不良児

を判別する簡単，適確な方法を見出すため，人類学

的身体測定，臨床検査，生体学的検査などを合わせ用

いて相互関係を調べることなどにも力が注がれてお

りました．

　子どもの栄養不良が身体および精神の発達に及ぽ

す影響についての検索も今なお，各方面かちつづけ

られております．これに対する治療法はもちろん十

分な栄養の供給ですが、保育所や学校の栄養不良児

を対象に地方産の豆類や穀類を用いた試験食を与え，

その生体利用状況，健康回復状態，発育に対する影

響などをみる研究もあちこちでされておりました、

おおかたの結論は食事の改善により身体的には回復

しても精神面には後遺症を避け難いということです．

　世界かち栄養不良をなくそうというキャ・yチ7レ

ー ズ（Freedom　from　Hllnger　Campaign）で開かれた

国際会議〔メキシコ）から既に10年，国連その他の

援助もあり多少は前進しているのでしょうが栄養不

良の発生には食物だけでなく，経済，環境（自然，

社会、家庭）などの要素が複雑にからみ合っている

ので，その追放にはまだ年月がかかりそうな情勢で

す．帰国途路に立寄った有名な歴史の町クスコ（ペ

ルー）の学校給食の貧しさを見．学童の70％が栄養

不良ときかされ一層その感を深くしました．

　わが国を含め、いわゆる先進国における最近の小

児栄養の研究は入乳や人工栄養乳中の鉄，銅，亜鉛、
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　国際会議の開かれたτown　＆Country　Hotel

セレニウム，沃素などの微量栄養素，葉酸とかビタ

ミンB12などの抗貧血要素，あるいは免疫物質など

に向けられておりますが，この国際会議でもこれら

に関する研究が多数ありました．微量栄養素は人乳

に比べ人工栄養乳に少ないのですが今のところ鉄以

外は人工栄養乳に添加されておりません．いずれ人

工栄養乳の改善につながることでしょう．これらの

研究には乳児と母親の協力が不可欠なのですが，た

またま会議のあと訪問した2～3のアメリカの大学で

行われていたこの種の研究に対する母親の協力態度

には深い感銘をうけました．母乳栄養の場合、生後

1年まで3ヵ月毎に乳児と母親の血液3㎡前後が採

取さft，またその度に1日分の母乳を全部提供する

のですが（その日は人工栄養乳を与える）多数の母

親が積極的にこれに参加しておりました．そしてそ

れを誇りに思っているということでした．この国では

一般にボランティア活動がごく当り前のこ

ととして行われていること．死後眼や臓

器の提供者の多いことなどと無関係では

ないような気がしましたがいかがでしょう．

　乳児栄養に関しては母乳栄養の実施状

況混合又は人工栄養に移行する理由，

母乳栄養児と人工栄養児の罹患状態の比

較などがあげられます．多くの途上国で

母乳栄養が減少している反面ケニヤなど

では80％が生後12ヵ月まで母乳栄養をつ

づけるということです．また軽症の疾患

では母乳，人工両者の間に特別の差異は

みられないが入院を要するような重症例は明かに人

工栄養児に多いという成績も出ていました．

　栄養と脳発達との密接な関係を示唆する動物実験，

必ずしもそれと一致しない学童を対象にした各種学

業テストの結果など興味は尽きません．

　私達の愛育研究所からの研究発表は幼少時におけ

る塩味経験と成長後の塩味嗜好との関係に関する動

物実験成績でした．少なくとも動物に関する限り両

者の間に正の関係は見られませんでした．他の研究

者が子どもを対象にした研究で同様の結論を得てお

り心強く思ったことでした．

　栄養すなわち食事の問題は老若を問わず，地域，人

種を問わず人類の歴史とともにつづくものですしまた

体ばかりでなく心の健康を支え，人間の文化的営み

とも切り離せないものです．心身の高度の一健康を

目ざし一層の研究が望まれます．
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連　載

・・ 国際障害者年をめぐる
　　　　世界の動き一一その・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝’t　苗　二　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総理府国際障害者年担当室

　｜YDP［lnternational　Year　of　Disab［ed　Persons）

である1981年か終った．IYDPは改めて言うまて’もな

く、国際連合の加盟国か一一致して、障害をもつノ＼々

の現状と社会のkll’応の実情を見直Lて、　’完全参iJU

と’F等」‘．Full　Particlpari《）n　an〔l　Equalitylという目

標の実現に向けての国際的行動を起こすという初め

ての試みであった．

　IYDPが各国において．どのように展開されたの

か．障害者権利宣言Il975年恒：まじめ，1976年以来

の数々の国連決議やIYDP　l『動計1也iはどのように実

施されたのか．そしてIYDPという試みはどのよう

に評価されるのか．関係者にとって，これまでにな

冊」剃鱒部
e・・　　　　　　　｜白

IYDP海外ポスター（オーストラリア）

冊釧贈部

い，大きな期待かされる年であったIYDPの結果は，

まだ言及しかねるところであるが，わが国をはじめ

として．大きな世界的関心を起こし、今後に影響を

及ぽす年となったといえよう．IYDP後の長期的な

取り縦みについても，国速をはじめとして、各国で

検討されている．本誌12・13．号にひきつづき，IYDP

をめく‘る世界の動きについての情報の中から、いく

つかを紹介したい．

　概況

　iYDPによって、各国は政治・経済の発展のレペ

ILや，社会・文化の相違とは無関係に，何らかの取

リ紺1みかなされたことは間」蓮いない，IYDPは．先

進国においては，障害者問題に関するこれまでの取

リ組みを見直し，さらに充実させるべく努力をあら

たにするとともに．この分野での国際協力について

新しいフログラムを実施する年であった．

　一一ノ∫，発展途上国の多くにとっては、このIYDPを

機に、障害者問題の啓発と，対策の実施を開始する

ものであった．初めて障害者実態調査を実施したり．

初めての障害者に関する法律を立法した国もある．

　国連のIYDP関係者か各【玉；の取り組みを視察した
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結果，「関心を盛り上げたという面では，大成功だ

と判断できる．あとは，実際にどのような行動が取

られたかを見守ることだ」と述べている．また，「リ

ハビリテーションサーピスが進んでいる国では、通

常行われている事業にIYDPというタイトルをかぶ

せていることが多い．また，これまで障害者のため

のサービスがほとんど実施されていなかった国にお

いては、大きな変化がもたらされている」とも述べ

ており，IYDPの成功は，「従来，障害者サービスが

何もなされていなかった国々に．何かが始まったこ

とだ」としている．

　IYDPの企画や審議および実施を行う国内委員会は，

1981年6月現在113ヵ国において設置されている．

IYDPを記念した障害者問題の啓発事業についても，

集会，セミナー，会議，デモンストレーションなど，

さまざまな形で展開されており，20を越す国々では．

記念切手が発行され，60を越す国々ではポスターが

製作されている．

世界行動計酉の審議

　IYDPの重大な目的の一つである「長期行動計画」

の立案についてはt1982年の第37回国連総会におい

て決議する予定であり，草案が去る8月にまとめら

れ，各国に提示された．各国においても，長期計画

が審議されており，西ドイツのように既に長期計画

を発表した国もある．

　第36回国連総会において，IYDPに関連して決議

された主なものは次のとおりである．

　●第37回総会において，　「障害者に関する世界行

　動計画」を審議すること．

世界の児童と母性

バングラディシュの盲児教育（ユニセフ提供）

　●このための諮問委員会を1982年に開催すること．

　●諮問委員会では，「世界行動計画案」のほか、

　1983年～92年までのIO年間を「国連障害者の10年」

　とすることについて検討すること．また，障害者

　の海外旅行に関する「国際カード」発行の可能性

　について検討すること．

　●「IYDP特別基金」への拠出を各国に依頼すること．

　●「IYDP特別基金」から，障害者自身の組織化を

　含む発展途上国の活動に，適宜支出すること．

　以上のような内容であるが，「障害者の1orp」が

第37回総会で決議される可能性がでてきた．

　国際協力

　IYDPの目的の1つである国際協力については，国

連専門機関の種々の事業への協力に加えて，各国に

おいて，大小数多くのプログラムが実施されている。

特に，スウェーデンやオランダ等の先進国において

は，IYDPに「他国に対して何ができるか」という問

いを広く国民に呼びかけている．

　しかしながら，国連のIYDP特別基金（任意拠出

金）に関する各国の反応は，非常に鈍く，事務局か

らの再々の呼びかけにもかかわちず，これまでに13
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